
	
沖縄県立職業能力開発校あり方実施計画策定支援業務
企 画 提 案 応 募 要 領本件企画提案公募は、令和８年度の当初予算の成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力を生じるものである。また、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約は締結しないものとする。


１　委託業務の名称
沖縄県立職業能力開発校あり方実施計画策定支援業務

２　業務期間
契約締結の日から令和９年３月31日まで

３　企画提案上限額
委託料20,468,000円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。
※当該金額は企画提案において提示する金額の上限額であり、契約金額ではありません。

４　応募資格
次の要件を全て満たすものであること。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項（※）の規定に該当しない者であること。また、地方自治法施行令第167条の４第２項（※）に基づく沖縄県の指名停止を受けていない者であること。
⑵　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑶　宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑷　県税を滞納していないこと。
⑸　加入義務のある社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入し、保険料の滞納がないこと。
⑹　雇用する労働者に対し、最低賃金法（昭和34年法律第137号）に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
⑺　労働関係法令を遵守していること。
⑻　当該事業の遂行に必要な関連知識を十分理解するとともに、事業を的確に遂行するに足る能力、組織、人員等を有していること。
⑼　当該委託事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
⑽　県内事情に精通し、運用にあたっては必要時に事務局と速やかに連携を行うなど、本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されていること。


⑾　応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。
ア　共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
イ　共同企業体を構成する全ての事業者は、応募資格⑴から⑺の要件を満たす者であること。
ウ　共同企業体を構成する事業者のいずれかが応募資格⑻から⑽の要件を満たすこと。
エ　共同企業体を代表する事業者は、本業務の目的を達成するために、構成員間で協定を締結の上、構成員間の連携を密にし、本業務の推進及び成果の達成を図ること。※地方自治法施行令第167条の４
（一般競争入札の参加者の資格）
第167条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者
２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
⑴～⑺ 略


５　委託業務の内容及び提案の要件
別添「沖縄県立職業能力開発校あり方実施計画策定支援業務企画提案仕様書」（以下、「仕様書」という。）及び第３回沖縄県職業能力開発審議会関係資料の「資料4 沖縄県立職業能力開発校のあり方素案について」など、令和７年度の沖縄県職業能力開発審議会の審議内容を踏まえた上で、次について提案すること。
　⑴　業務に対する理解と基本方針
[bookmark: _Hlk222419209]　　本業務の目的及び「沖縄県立職業能力開発校のあり方」に対する提案者の理解並びに、本業務で解決すべき課題や留意点を整理し、提案者としての対応方針を具体的に記載すること。
⑵　業務遂行方法（調査・分析の具体的方法と計画）
仕様書「５　業務内容」に示された各業務⑴～⑸をどのような手法と手順で遂行するか、具体的な計画を提示すること。
例えば、訓練科再編の分析方法、指導員体制の検討手法、関係者意見を反映させる仕組みの構築方法、周知広報戦略の策定方法、施設状況の整理方法について、それぞれ詳細なアプローチ（調査項目・対象、分析手法、活用するデータや資料、アウトプットの内容など）を記載すること。
必要に応じて根拠資料や統計データを示しつつ提案内容の有効性・妥当性を説明し、提案者独自の知見・有益なツールやネットワークがあれば具体的に明記すること。
また、本業務の範囲内で発注者と協議の上、提案し得る追加的な取組（創意工夫）があれば、その内容も具体的に記述すること。
⑶　実施体制・人員配置
本業務を遂行するためのプロジェクト体制を明示すること。具体的には、業務責任者（プロジェクトマネージャー）を含む担当予定者の氏名・役職・担当分野を示し、組織図や役割分担表を作成すること。業務責任者は仕様書で求められる要件（例：類似調査研究・計画策定業務の実績、会議運営の経験等）を満たす人物を充て、その経歴・実績を記載すること。主担当者及び補助担当者についても、それぞれの専門分野や経験、担当業務（調査分析、資料作成、会議運営支援等）を具体的に記述すること。可能な範囲で、投入工程数（月〇時間）を記載すること。
⑷　年間事業スケジュール
契約締結（令和８年５月１日と仮定）から業務完了（令和９年３月末）までの具体的なスケジュール計画（任意様式）を提示すること。
調査・分析の期間、報告書（実施計画案）作成や提出時期、発注者との打合せや関係者会議の開催時期（年間○回程度の開催を想定）、中間報告・最終報告の時期など、主要なマイルストーンを時系列で示すこと。
ガントチャート等を用いて月単位の工程表を作成し、各タスクの実施期間と担当者を明記すること。
[bookmark: _Hlk222418817]⑸　類似業務の実績
提案者（企業及び主要担当者）が過去に実施した類似業務の実績を挙げ、本業務遂行に資する経験・知見をアピールすること。
国や地方公共団体から受託した調査研究業務、計画策定支援業務など、本業務と類似するプロジェクトの事例について、業務名・発注者・実施時期・概要・成果（報告書等）を具体的に記載すること。特に本業務のテーマ（職業能力開発・人材育成、訓練科再編、教育訓練機関の計画策定など）に関連する実績や、会議運営支援・ファシリテーション等の経験について詳述すること。可能であれば実績を定量的に示し（例：「類似計画策定支援を直近３年間で○件実施」等）、提案者の強みを裏付けること。
[bookmark: _Hlk222418839]⑹　創意工夫・独自提案
仕様書に定められた内容以外で、提案者が本業務を遂行するに当たり付加的に提案したい施策や工夫がある場合は、その内容を具体的に記載すること。例えば、調査手法の独自の工夫、他地域の先進事例の積極的な導入提案、関連施策とのシナジー創出策、デジタル技術の活用による効率化策など、提案者ならではのアイデアがあれば盛り込むこと。独自提案を行う場合は、それが本業務の目的達成にどう寄与するか、実現可能性や想定効果を具体的な根拠とともに示すこと。
６　スケジュール
　⑴　公募開始　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月17日（火） 
　⑵　質問表提出期限　　　　　　　　　　　　令和８年３月27日（金）15時まで
　⑶　質問回答日　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月31日（火）予定
⑷　企画提案書提出期限　　　　　　　　　　令和８年４月13日（月）17時まで
⑸　一次審査結果通知　　　　　　　　　　　令和８年４月17日（金）予定
⑹　二次審査（プレゼンテーション審査）　　令和８年４月24日（金）予定
⑺　選定結果通知　　　　　　　　　　　　　令和８年４月下旬

７　応募の手続き等
　⑴　応募に係る質問
　　①　受付期間　公告の日から令和８年３月27日（金）15時まで
　　②　質問方法　質問表【様式８】により労働政策課担当までメールにて提出すること。なお、メール送信後は必ず担当に直接、電話にて連絡すること。
　　③　提　出　先　沖縄県商工労働部 労働政策課（担当：櫻井、前里）
　　　　　　　　　　電話：098-866-2366
　　　　　　　　　　Eメール：aa058009(at)pref.okinawa.lg.jp
　　　　　　　　　　※(at)は＠に置き換えて送信してください。
※メール件名に「沖縄県立職業能力開発校あり方実施計画策定支援業務公募に関する質問」と記載をお願いします。
　　④　回答方法　質問のあった事項については、最終回答日までに本事業の公募ページに掲載する。
　　⑤　最終回答日　令和８年３月31日（火）を予定

⑵　企画提案書等の提出
　①　提出期限　令和８年４月13日（月）17時まで
　②　提　出　先　沖縄県商工労働部 労働政策課（担当：國吉、宮城）
　　　　　　　　　　住所：〒900-8570　沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号（沖縄県庁８階）
③　提出方法　持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は簡易書留等到着確認が可能な手段をとるものとし、提出期限内に到着するよう送付すること。
④　提出部数　９部（正本１部、副本８部）
　　　　　　　　　　※Ａ４、片面カラー印刷、長辺左二穴で作成し、各セットをクリップ止めにすること（ステープル、ファイル綴り不用）。押印を要する様式については、正本１部に押印し、副本８部はそのコピーを用いること。
　　⑤　提出書類　下記書類を提出すること。
ア　応募申請書　･････････････････････････････････　【様式１】
イ　会社概要表　･････････････････････････････････　【様式２】
ウ　（必要に応じ）共同企業体協定書　･････････････　【様式３】
請負代金の受領に係る期間等も勘案の上、共同企業体の存続期間を定める
こと。
エ　企画提案書　･････････････････････････････････  （任意様式）
企画提案書の様式は任意とし、日本産業規格Ａ列４番（以下「Ａ４」という。）10枚以内（表紙を含む。両面印刷の場合は20ページ以内とし、Ａ４以外は不可）で、ページ番号を表示し、長辺綴りとする。
オ　企画提案書要約･･･････････････････････････････　【様式４】
カ　事業経費見積書　･････････････････････････････　【様式５】
キ　誓約書　･････････････････････････････････････　【様式６】
ク　都道府県が発行する都道府県税に未納がないことの証明書（発行後３か月以内のもの）
ケ　労働保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していることが確認できる書類（加入義務がない場合を除く）。なお、社会保険に加入義務がない場合は、その理由に関する申請書 ･････････････････････････････････ 【様式７】
コ　定款及び寄付行為
サ　貸借対照表（直近３期分）
シ　損益計算書（直近３期分）
　　　ス　次のいずれかに該当する場合は、これを証明する書類（いずれか１つで可）
	「所得向上応援企業認証制度」認証企業
「人材育成企業認証制度」認証企業
「ワーク・ライフ・バランス企業認証制度」認証企業
「沖縄県障害者雇用推進企業登録制度」登録企業
「おきなわSDGs認証制度」登録企業
「うちなー健康経営宣言」登録企業
「えるぼし認定制度」認定企業
「くるみん認定制度」認定企業
「ユースエール認定制度」認定企業
「パートナーシップ構築宣言」登録企業



８　選定方法
⑴　第一次審査（書類審査）
ア　４の応募資格を満たしているか書面審査を行う。
イ　第一次審査の結果は令和８年４月15日（水）までに電子メールで送信した後、追って書面にて通知する予定であり、選定された事業者に対しては、第二次審査（プレゼンテーション審査）の場所と時間を通知し、選定されなかった事業者に対しては、結果のみを通知する。
　⑵　第二次審査（プレゼンテーション審査）
　　ア　沖縄県商工労働部内に設置する選定委員会において、応募者自ら企画提案書の内容等についてプレゼンテーションを行った後、各提案内容を審査し、順位を決定する。
　　イ　プレゼンテーションは、「７　応募の手続き等　⑵　企画提案書等の提出　⑤ 提出書類」により提出された書類を基に行うものとし、それ以外に提出された書類等については、審査対象外とする。
　　ウ　選定委員会が第１位に選定した者を委託候補者とし、委託候補者が辞退した場合、又は県との協議が整わなかった場合は、次順位の提案者を委託候補者とする。
エ　提案内容について、県が求める基準に達していないと判断した場合、「該当者なし」とする場合がある。

オ　選定委員会実施予定日　
(ｱ)　令和８年４月24日（金）＜予定＞　
(ｲ)　場所：沖縄県庁内会議室
(ｳ)　提出した資料に基づき説明すること
(ｴ)　審査会場への入場は２名以内とする
　※日時、場所等は参加確定後に通知する。
　※応募の状況等に応じて日程を変更することがある。
　　　※第一次審査通過状況により、第二次審査は提出書類を基に書面審査と
　　　　する場合がある。

９　審査基準について
⑴　業務理解・基本方針
業務目的・課題を的確に把握し、それに基づく基本方針を示しているか。
⑵　業務遂行方法（調査・分析手法）
調査計画や分析手法、業務遂行の具体的アプローチが妥当で効果的なものとなっているか。
⑶　実施体制・人員配置
　　業務を円滑かつ確実に遂行できる体制が構築され、適切な人員が配置されているか。
⑷　実施スケジュール　
提案されたスケジュールは現実的かつ無理のない計画であり、期限内に業務完遂が可能か。
⑸　類似業務の実績　
本業務と類似する業務の受託実績や経験を有しており、過去の成果を踏まえた提案ができるか。
⑹　創意工夫・独自提案　
仕様書の要求事項に加えて、提案者独自の創意工夫による提案が盛り込まれ、付加的な効果が期待できるか。
⑺　経済性
事業を遂行するに当たり、妥当な積算となっているか。
　⑻　総合評価　
上記個別の審査項目を踏まえた総合評価

· なお、応募時点で以下のうちいずれかを満たす企業については、加点の対象とする。
	「所得向上応援企業認証制度」認証企業
「人材育成企業認証制度」認証企業
「ワーク・ライフ・バランス企業認証制度」認証企業
「沖縄県障害者雇用推進企業登録制度」登録企業
「おきなわSDGs認証制度」登録企業
「うちなー健康経営宣言」登録企業
「えるぼし認定制度」認定企業
「くるみん認定制度」認定企業
「ユースエール認定制度」認定企業
「パートナーシップ構築宣言」登録企業



10　契約
　⑴　契約の締結
委託候補者と業務内容及び契約金額を協議した上で、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に基づき、契約を締結する。
⑵　契約金額
契約金額については、委託候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内において決定する。なお、提出された経費見積書と同額とならない場合がある。
⑶　契約金額の支払方法
受託者から提出される実績報告書を基に、受託者が業務の実施に要した経費等から支払うべき額を確定する「精算」の方法をとる。なお、契約締結後、契約金額の一部について概算払請求を行うことができる。
⑷　契約締結の際は、契約保証金として契約額の100 分の10 以上の額を、契約締結前に納付する必要がある。ただし、沖縄県財務規則第101 条第２項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

11　経費の計上
　　対象経費は、事業の執行に必要な経費であり、具体的には次のとおりとする。

	経費項目
	内　　　　　　　　　　容

	Ⅰ．人件費
	本業務に従事する者の作業時間に対する人件費

	Ⅱ．事業費
	

	　旅費
	本業務を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費

	会議費
	本業務に必要な会議、審査会、研修等に要する経費（会場借料、機材借料及び茶菓（お茶代）等）

	　謝金
	本業務に必要な会議、審査会、研修等に出席した外部専門家等に対する謝金

	使用料及び
賃借料
	本業務に必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費

	消耗品費
	本事業を行うために必要な物品であって備品に属さないもの（ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費

	　印刷製本費
	本業務で作成するパンフレット・リーフレット、成果報告書等の印刷製本に関する経費

	補助員人件費
	本業務を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費

	　その他諸経費
	本業務を行うために必要な直接的な経費であって、他のいずれの区分にもぞくさないもの。原則として、本業務のために使用されることが特定・確認できるもの。
例）
・通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等）
・光熱水料（電気、水道、ガス代。ただし、専用メーターの検針等により当該事業に使用した料金が算出できる場合のみ）
・翻訳通訳、速記費用

	Ⅲ．再委託費
	県との取り決めにおいて、受託事業者が当該事業の一部を他者に行わせる（外注（請負）を含む）ために必要な経費

	Ⅳ．一般管理費
	本業務を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費。以下の計算式により算出すること。
（人件費＋事業費－再委託費）×10／100以内
※1円未満切り捨て
※上記計算式における再委託費は、当該委託業務に直接必要な経費のうち、受託者（共同事業体構成員を含む）が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要な経費に加え、仕事の完成を目的とした外注（請負契約）に必要な経費も対象とする。




12　その他留意事項
　⑴　次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。
ア　提出期限を過ぎて、企画提案書等が提出された場合
イ　提出した書類に虚偽の記載をした場合
ウ　本公募要領その他あらかじめ指示した事項に違反すると認められる場合
エ　選定の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合
⑵　書類提出に当たっては、使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。
⑶　企画提案書等の作成に要する費用、第二次審査の出席に要する費用等は、応募者の負担とし、提出された企画提案書等は返却しない。
⑷　選定委員会は非公開で行い、審査経過に関する問合わせには応じない。
⑸　採否に関する異議申し立て等は受け付けない。
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